
船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月８日 １５時００分ごろ 

発生場所 大阪府阪南港第３区 

 阪南港泉佐野沖防波堤北灯台から真方位０５０°１,７６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２６.８′ 東経１３５°１９.９′） 

事故の概要  水上オートバイ喜
よし

工
こう

業
ぎょう

は、浮体をえい
．．

航して遊走中、また、水上

オートバイエルインターナショナル Z R
ゼットアール

は、遊走中、両船が衝突し

た。 

事故調査の経過 令和３年８月１７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 喜工業、０.２トン 

２５０－６０６３２大阪、合同会社喜工業 

Ｂ 水上オートバイ エルインターナショナル ZR、０.１トン 

   ２７０－４９３１０大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷及び機関に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、２人が搭乗

する浮体をえい
．．

航し、阪南港第３区の大阪府貝塚
かいづか

市二色
に し き

の浜公園海浜

緑地の砂浜（以下「本件砂浜」という。）の南西方沖を南西進中、Ａ

船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、立って操縦し、約５km/h の対地

速力で北西進中、船長Ｂが、右舷前方の本件砂浜に止まっているＡ船

を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船が砂浜に上がった状態なので、そのまま発進しない

と思い、前路の見張りに集中し、針路及び速力を保持して北西進を続

けていたところ、右舷方から接近するＡ船に気付いたものの、どうす

ることもできず、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の船首部とが衝突し、Ｂ船

は転覆した。 

Ｂ船は１人乗りのスタンドアップタイプ（立ち乗り型）であった。 

分析 Ａ船は、南西進中、Ｂ船と衝突したものと考えられるが、船長Ａか

ら情報が得られなかったことから、衝突に至った状況を明らかにする



ことができなかった。 

Ｂ船は、北西進中、右舷前方の本件砂浜に止まっているＡ船を認め

た際、Ａ船が発進しないと予期し、前路の見張りに意識を向け、同じ

針路及び速力で航行を続けたことから、接近するＡ船に気付くのが遅

れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北西進中、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、発進する際、周囲の状況を確かめてか

ら発進すること。 

・水上オートバイの船長は、航行中、浮体をえい
．．

航して止まってい

る水上オートバイを認めた場合、そのまま発進しないとの予断を

持たず、常時、周囲の船の動静に注意し、適切な見張りを行うこ

と。 

 


